
用水路の線形は現況用水路の
概要を示したものです。
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いろいろな活用区分が
あるんだね

用水路の活用区分

「小平市用水路活用計画」では、用水路を6
種類の活用方策に分類して、地域の特性や事情
に合わせた整備を計画しています。この区分を
「活用区分」といいます。
市では、用水路の活用にあたり、「活用区分」
を尊重するとともに、地元の方と調整しながら
「まちづくり」を推進していきます。

活用区分の説明

用水路の管理および活用について必要な事項を
定め、その利用の適正化および生活環境の保全を図
ることを目的としています。

用水路を次のとおり占用する場合は申請が必要です。

〇橋、下水管、水道管…１㎡当たり年額780円
〇ガス管…１㎡当たり年額558円
〇電線…１㎡当たり年額360円
〇電柱…１㎡当たり年額1,170円
※その他、種別により金額が異なります。
また、次の場合は占用料が軽減または免除されます。
〈占用料の３分の１を軽減〉
〇有効最小幅員が２ｍ以上３ｍ未満の橋または通路
〈占用料の全額免除〉
〇有効最小幅員が２ｍ未満の橋または通路
〇不特定多数の方が利用できる橋または通路（建築基準法などの法令に
規定がある道路で現に通行できる道路（注）に架けられた橋など）
注：行き止まりの場合は、延長35ｍ以上の道路。

〇水道管などの埋設物や電線で、各家庭に引き込む生活関連の工作物

市内すべての用水路の占用許可期間は、平成１８年３月３１日までです。
その後は、５年ごとの許可期間となります。

※4月1日（火）から小平市ホームペー
ジに用水路の活用（次世代に残そう水
と緑の用水路）が掲載されます。

条例では、用水路で次の行為は禁止事項となって
います。

用水路での禁止事項
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